
ジェンダー規範はいかに女の子の保護・
危険・責任認識を形作るか

「現実の選択、現実の生活」の調査結果から

怖がって
歩かなくていい
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略称集

警告

 ܲ 本報告書には、調査対象である女の子・保護者・彼女たちの居住するコミュニティ

の住民が経験した暴力に関する記述や描写、その他慎重な取り扱いを要する不快

感を生じ得る内容が含まれている。閲覧にあたっては、各自の判断によりご留意い

ただきたい。
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ストリートアート「女の子の支持者になろう」、フィリピン
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有害なジェンダー規範に深く根ざしたGBVとその破

壊的で長期的な影響は、女性と女の子への暴力

(VAWG)を緊急に解決すべき世界的危機と位置付け

るものである。しかしながら、暴力根絶に向けた取り

組みは、長年にわたり慢性的な資金不足に直面して

いる5。

防止への投資がこれまでになく重要性を増している

今日において、子ども保護制度/ジェンダー・トランス

フォーマティブ・プログラム/人道支援をはじめとする

重要なサービスが、政府開発援助(ODA)のかつてな

い規模の縮小により、深刻な予算削減に直面してい

る6。

• 2024年、公的ドナーからの国際援助は7%減少

し、2024～25年に更に9～17%の減少が見込

まれている7

• 子どもへの暴力(VAC)撲滅のための重要な活

動への資金提供を縮小している主要なドナーも

見受けられ、2025年末までに、VAC撲滅に向

けた国際開発援助および人道支援の資金とし

て、約4億600万ドルが失われると推定されてい

る8

• このような破壊的な予算縮小は、2026年中に

女性関連団体のおよそ半数が閉鎖に追い込ま

れる可能性を示しており、現時点でも既に51％

がプログラムの終了を余儀なくされている。これ

により、女の子と女性の命を守るための重要な

サービスが深刻な危機にさらされている9

	

	

プラン・インターナショナルは、暴力を経験した人に言及する際に「サバイバー」という用語を使用している。これは、彼らの主体性を認識し、被害者という

捉え方から、その強さとレジリエンスに焦点を移すためである。一方、「被害者」という用語は、暴力行為の経験により亡くなった個人に言及する際に使用

している。本報告書では、調査対象の女の子やその他の情報源が「被害者」という語を使用している場合、それに準じた表現を用いている。 

暴力は男の子や男性にも影響を及ぼすが、GBVは社会的に与えられたジェンダーの違いに基づく暴力であり、女の子と女性、特に複数の交差する搾取

や抑圧を経験している人に不均衡に重大な影響を及ぼす。

世界で、10分に1人の女の子または女性が男性によ

り殺害され1、 3人に1人の女の子や女性が、生涯で

何らかの形の暴力を受けている2。これは地球上に

10億人超、つまり8人に1人の被害者とサバイバー

が存在することになるa。

思春期の女の子は、GBVに対して特有の脆弱性を

持つ。彼女たちは、女性性器切除(FGM)や早すぎる

強制された結婚(CEFMU)等、特有の形態の暴力を

経験し、また親密なパートナーによる暴力(IPV)や性

暴力等、特定の種類のGBVに遭う危険も高い。それ

らの暴力の経験が生涯にわたって影響を及ぼす可

能性がある。彼女たちが経験する暴力bは、家族関

係、親密な関係、コミュニティだけでなく、急速にオン

ライン上で多発しており、極めて憂慮すべき形態で

ある。

GBVは、思春期の女の子の健康と幸福・教育の享

受と修了・自律的な意思決定・市民参加・人権を損な

わせる。人的被害に加え、女の子と女性へのGBV
は、重大な経済的負担と医療・教育・社会保護への

国家の投資の有効性を損なわせる3,4。

はじめに

ジェンダーに基づく暴力(GBV)は、世界の至る所で

見られる重大な人権侵害の一つであり、あらゆる場

所や状況において、女の子と女性に深刻な影響を

及ぼしている。

世界の統計データ: 

10分毎
に、女の子または女性が男性に
殺害されている1

3人に1人の
女の子と女性

が、人生で何らかの暴力を受けている2

8人に1人
が暴力を受けており、被害者とサバイ

バーaは10億人以上に上る

 ܲ 世界の何百万人もの女の子

と女性が暴力の危険にさら

されているのだ。

怖がって歩かなくていい
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GBVと世界的目標

女の子と女性へのGBVの撲滅は、締約国に暴力の要因となる有害なジェンダー・社会

規範への対応を義務付けている、女性差別撤廃条約(CEDAW)cと子どもの権利条約

(CRC)dを含む、国際人権法に明確に基づいたものである。また、持続可能な開発目標

(SDG)は目標5「ジェンダー平等の実現とあらゆる女性と女の子の力づけ」にてVAWGは

彼女たちの人権を侵害し、ジェンダー平等は暴力の根絶eなしには達成不可能であること

を認識し、具体的な目標として含まれている。

しかし、SDG5の達成に向けては、依然として重大な障壁が存在して

いる。紛争および暴力の激化、司法へのアクセスの低下、ならびに女

の子に対する差別の深刻化が、教育・健康・余暇・表現・参加といった

基本的権利の剥奪につながっている13,14。法整備が進められている場

合であっても、FGMは多くの状況下で依然として継続しており、毎年お

よそ1,200万人の女の子がCEFMUをさせられていると推計されている
15。

持続可能な開発のための2030アジェンダの達成に向けた取り組みを

加速させるためには、ODAへの投資が不可欠である。各国政府は、

暴力の根絶およびジェンダー平等の促進を優先課題として位置づ

け、ODAへの持続的な貢献を行う必要がある。

プラン・インターナショナルのベナン・ブラジル・カンボ

ジア・ドミニカ共和国・エルサルバドル・フィリピン・

トーゴ・ウガンダ・ベトナムの9カ国の女の子を対象と

した調査である「現実の選択、現実の生活」の過去

のデータから、本報告書は、思春期の女の子が暴力

と保護に対しどのような意見を持っており、それらの

意見が思春期にどう形成・強化されるか、そして内在

化された有害な社会規範が女の子の移動能力・主

体性・意思決定にどのような影響を与えるかを理解

することを目的としている。

思春期の女の子がGBVに対し特有の脆弱性と経験

を有していることから、私たちは、彼女たちの意見と

経験に重点を置いている。また、思春期はジェン

ダー・社会規範の遵守を女の子に厳しく強制し、内在

化させる時期でもあるため、思春期に焦点を当てて

いる。そのため、思春期は女の子と女性へのGBV防

止を知る重要な手段となる。

GBV関連の調査は数多く存在するが、「現実の選

択、現実の生活」は女の子が成長する中で暴力と保

護に関する有害な社会規範をいかに内在化するか

を探る、独自の長期調査であり、これらの考えが思

春期を通じてどう固定化または変動するかを示す。

「現実の選択、現実の生活」は、彼女たち自身の言

葉でその意見と経験を明らかにし、暴力と保護に関

する内在化された社会規範が彼女たちの日常の生

活に及ぼす複雑な影響をより詳細に捉えることを可

能にした。

暴力からの保護:  
プラン・インターナショナルの立場

ܲ
プラン・インターナショナルは、あらゆる形態の

VACとユースへの暴力を強く非難

し、ジェンダー不平等を強化し社会的に定義さ

れた規範により女の子と女性の生活と性を支

配しようとする父権的体制に挑む10。

ܲ
私たちは、暴力の容認は有害な社会規範であ

り、緊急対応が必要な問題であると考える。子

どもとユース、特に女の子と女性への暴力を正

当化するジェンダー規範、および被害者と暴力

のサバイバーに責任を負わせ恥やスティグマを

与える規範は、今すぐ是正されなければならな

い11。

ܲ
従って、私たちは、あらゆる女の子の権利の完

全な実現を達成するため、不平等なジェンダー

と力の関係の再形成を目指すジェンダー・トラン

スフォーマティブ・プログラムを通じて不平等の

根本原因に立ち向かい、人生のあらゆる段階

に関係する有害なジェンダー規範に挑み・打破

する取り組みを進めている12。
c

	
e

CEDAWは暴力への明確な言及はしていないが、CEDAW委員会は、一般勧告第12・19・35号で、女性と女の子への暴力(VAW)が人

権侵害であり、国際法で禁止されているジェンダーに基づく差別の重大な形態であると明確に宣言している。

第19条で具体的に規定されている。

5.9: ジェンダー平等に関する政策と法制度に関する目標や16.2: あらゆる形態のVACの根絶に関する目標等、複数の追加目標が本

問題と交差している。暴力の根絶は、目標3: 良好健康と幸福、目標4: 良質な教育にも寄与する。

怖がって歩かなくていい

子どもの人身取引の危険を警告する展示物、カンボジア

© Plan International / Stephan Rumpf
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主な調査結果

68％の思春期前期fの
女の子
は、男性の暴力は自然または「ただそういうもの」だ

と考えており、男の子と男性は元々女性より暴力

的・攻撃的だと考えている。

年齢が上がるにつれ、この社会規範の遵守

率は62%まで低下した。

成長の過程において、思春期の女の子が「暴

力的な行為は学習され、社会的に形成される

ものである」と認識する傾向が強まった。

しかしながら、このような意識の前進が見られ

る一方で、大多数は18歳に達してもなお、男

性による暴力は避けがたいものであると考え

ていた。

	

	

思春期前期は通常、10～14歳と定義される。本報告書では、

データ収集サイクルと一致させるため、調査対象の女の子の11
～15歳を「思春期前期」と定義する。本報告書における「思春期

後期」は、17～18歳を指す。

調査から、リスク要因と女性のIPVに遭う可能性との間に統計的

な関連性や相関関係が認められている。詳細は以下を参照のこ

と: Heise (2011)とCaribbean Development Bank (2020)。

91％の「現実の選択、現実の生活」の調査対象の女の子 
が、11歳以降に暴力を受けたと報告した。

57％の思春期前期の
女の子
は、暴力や虐待から身を守ることは自分の責任だと考

えている。

女の子は、自身が男の子より暴力に遭う危険が

高いという認識を内在化している。

「自らの身の安全は自分自身の責任である」と

する認識は、年齢の上昇とともに強まる傾向が

見られ、思春期後期にはその割合が67％に達

している。多くの女の子が、危害から身を守るた

めには、移動・行動・服装に関する社会的規範

に従う必要があると考えている。

それでも、希望の兆しがある

「現実の選択、現実の生活」の調査対象の女の子は、女の子がジェンダー

不平等な状況に反発することで、暴力と保護に関するジェンダー・社会規

範のいくつかが思春期を通じて好ましい方向に変化する可能性を示した。

成長とともに、女の子は暴力を

「望ましい形で学び直すことが可

能な社会的行動」であ長ると捉え

る傾向が強まり、また、既存の規

範に対して挑戦的な姿勢を示す

ようになる傾向も確認された。

有害なジェンダー規
範に立ち向かう女の
子を支援するために
は、社会的規範の変
革およびジェンダー・
トランスフォーマティ
ブ・アプローチへの継
続的な投資が不可欠
である。

ジェンダー化された保護規範が

存在する一方で、女の子は自ら

に男の子と同じ自由を享受する

権利があると認識しており、ジェ

ンダー平等な未来の実現は可能

であると考えている。

女の子が、自身の完
全な権利を主張し、行
使できる暴力のない
世界を実現するため
に、私たちは協力して
いかなければならな
い。

女の子は、自身の保護と安

全に関して、大人は彼女た

ちの意見に耳を傾けるべき

であると考えている。

女の子による行
動喚起の声を、よ
り広く社会に共
有・発信していく
ことが求められて
いる。

91

68 57

なぜ重要なのか

調査の結果、女の子と女性が、男性優位・

ジェンダー不平等・暴力を「自然なもの」「当

然のもの」と捉える態度をとっている場

合、IPVを経験する可能性が高まることが明

らかとなった16,17, g。

なぜ重要なのか

女の子が自身に自身を守る責任があると考える

ようになると、彼女たちは移動を制限し、服装や

交流する相手について警戒し始めるようになる。

次第に、彼女たちは「男の子は女の子よりも自

由であるべきである」あるいは「女の子は自ら意

思決定を行える存在として見なされるべきではな

い」と考えるようになる傾向が見られる。

これは、思春期の女の子の移動能力・自己肯定

感・主体性・参加・意思決定に重大な影響を及ぼ

す。

怖がって歩かなくていい
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女の子が暴力に遭う危険には、置かれている状況が大きく影響している。

背景
暴力と思春期の女の子: 問題の規模

思春期の女の子は脆弱性が暴力と交差する重要な地点に立つ

彼女たちは、脆弱性に起因するVACを受け、成長する中で、女の子・ユース女性としてGBVを経

験している。

思春期の女の子への暴力の影響

GBVが思春期の女の子に与える影響は複雑である；彼女たちは、VACとVAWに共通

の影響を受けるだけでなく、年齢と人生の特有の段階のために、それらに加え別の結

果も経験するのだ。

子ども同様、思春期の女の子は、健康と幸福に対

する深刻で生涯にわたる危険を経験する。個人の

発達や社会的交流が阻害されること28、大人にな

りIPVを経験する可能性が高い29ことも同様であ

る。

女性同様、女の子は、身体的損傷・精神的健康問

題・望まない妊娠・孤立・職の喪失などを含む、身

体的・精神的・社会的・経済的な影響を受けている
30。

しかし、思春期の女の子は、女性と共通する影響

に加え、早期の望まない妊娠など、彼女たちの健

康を損ない、発達を妨げ、将来の機会を狭める可

能性のある、特有のGBVに起因する追加的な課

題に直面している。暴力は、思春期の女の子の学

業修了を妨げ、あるいは困難にし31、移動の自由

を制限する可能性があり、社会的ネットワークや支

援体制の構築能力にも深刻な影響を及ぼす32, h。

思春期の女の子は特定の形態の暴力に対し脆弱な立場に置かれている

世界で2～17歳の子どもの半数が、

毎年何らかの暴力を受けている18。

世界の女性の3人に1人が、一生の中で身体的/
性的IPV、非パートナーによる性暴力、あるいは

それら両方を経験している19。

5人に1人の女の子がCEFMUを経
験している20。

• 19歳になるまでに、パートナーがい

たことがある思春期の女の子の4人

に1人は、パートナーから身体的・

性的・心理的虐待を受けたことがあ

るという21。 パートナーがいたことが

あるとは、人生の中(現在または過

去)で結婚したか、非公式な婚姻関

係にあった女の子と女性を指す。

• CEFMUは、高い思春期の妊娠率と

関連しており22、妊娠中の女の子

は、年上の女性と比較して暴力を

受けるリスクが著しく高いことが示

されている23。

2億3,000万人の女性がFGMを受

けている。

• FGMは多くの場合、女の子が思

春期に入る際の通過儀礼として

実施される24。

思春期の女の子はテクノロジーによ

るジェンダーに基づく暴力(TFGBV)
に遭う可能性が高く、58％がオンラ

インハラスメントを経験している。

思春期の女の子は、ストーキン

グ・レイプ・強要・人身売買・その

他の虐待といったオフラインの暴

力に発展し得るオンライン上の

暴力に遭遇するリスクが高い25。

緊急事態下では思春期の女の子の

約40％がIPVを経験している26。

気候変動および環境の悪化は、避難の

増加・資源の不足・食料不安・サバイ

バーへのサービス提供の阻害を通じ

て、女の子と女性がGBVに直面するリ

スクを高めている27。

h 思春期の女の子は、特有の暴力被害の経験と高い脆弱

性を有しているにもかかわらず、VAWの撲滅に向けた取

り組みと、VACの撲滅に向けた取り組みのいずれにも十

分に包含されていない状況にある。

怖がって歩かなくていい
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個人レベルにおいては、ジェンダー規範が女の子と女

性によって内在化され、従順な女性性の受容、被害者

非難、恥の感情の内面化、ならびに社会的制裁への

恐れから、社会的規範に反する態度や行動を自ら抑

制するという自己検閲を通じて再生産されている42。思

春期の女の子は、男性の方がリーダーシップを発揮す

るのに適していると考えたり、女の子は従順であるべき

だと認識したり、男の子は女の子よりも多くの自由を享

受すべきであると考えるようになる可能性がある。ま

た、夫による妻への暴力は正当化され得ると捉えた

り、暴力や危害から自らの身を守る責任は女の子自身

にあると考えるようになることもある。

それらは、家族と関係の力学へと達し、そこで極度に

支配的または強制的な行動、女の子と女性の意思決

定(特に金銭、財産、相続に関する意思決定)の制

限、IPVや家庭内暴力(DV)につながる可能性がある。

それらは、彼女たちの移動や服装を制限したり、「彼女

たちを害から守る」という名目で支配的な社会規範の

遵守を監視したりすることにより、女の子と女性に対す

る男の子と男性の支配力の行使として現れることがあ

る。

コミュニティレベルでは、ギャング等の極度に男性性の
強いサブカルチャー集団や女性への優越と支配を促
進させるコミュニティ規範が、男の子と男性の優遇を強
化し、スティグマ・恥の意識・女の子と女性の声の抑圧
を起こしている43。

社会レベルでは、暴力に対する不処罰・法的保護の欠
如・国家の法律や政策による暴力の正当性の認識等
の制度化された構造的なジェンダー不平等が、思春期
の女の子が置かれている環境を形成している44,45。そ
れは、思春期の女の子が虐待を警察に報告しても、そ
れが無視または軽視されることがあるということであ
る。

何が女の子と女性への暴力を引き起こすのか

一次予防に関する調査からは、VAWGの発生を最も一貫して予測する4つのジェンダー関連要因が示され

ている33。

暴力の理解: 社会生態学的モデル

社会生態学的モデルは、VAWGの要因が女の子の人生の各段階でどう作用し、彼女が暴力に遭う全体的リス

クに影響を与えるかを理解するための重要なツールである。

 図 1 社会的生態学的モデル(Heise、1998年41より転用)

VAWGを正当化・弁解・軽視した
り、加害者から被害者またはサバ
イバーへと非難の矛先を転じたり
することにより、社会はVAWGを容
認している34。

男性による意思決定および支配、

さらには女の子と女性の公的・私的

領域における自立の制限は、男性

が彼女たちを支配し、規律を課す

権利を有するというメッセージを社

会に伝えている35, 36。特に、「よい女

の子」としての振る舞いに関する社

会的規範に反した場合、そのメッ

セージは明確に示される37。

こり固まったステレオタイプと支配的

な男性性は、特に男性の名誉が女性

の性と結びつく文脈で、暴力の発生率

の高さと関連している38。

男性の仲間関係と、攻撃性・力・支

配を重視する男性性の文化は、男

性が暴力反対の姿勢を示すのを躊

躇させ、自身の暴力の行使を増加

させる可能性がある39。

暴力のジェンダー的要因は、VAWGの蔓延とその力学に影響を与えるだけでなく、人種差別・障害者差別・性的

指向に基づく差別など、他の多くの構造的かつ体系的な差別や不平等40とも交差している。また、こうしたジェン

ダー的要因と交差し、暴力の形態および深刻さに影響を与える助長要因としては、貧困・紛争・気候変動などが

挙げられる。

1 2

3 4

怖がって歩かなくていい

自身の経験を語るユース女性、ウガンダ

© Plan International

個人 家族/関係者 コミュニティ 社会
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変化への重要な時期暴力防止のための社会規範の理解の重要性

女の子への暴力防止のため、暴力のジェンダー的

要因を支え社会生態学的レベルに浸透している、

有害な社会規範に挑む必要がある。

社会規範を理解・対応することは、女の子への暴

力防止だけでなく、男の子を含む全ての思春期の

若者に課せられたジェンダー的期待を変えるため

にも必須である。

その活動は、他人がしているという個人の認識に

よる「描写的」規範ではなく、社会的承認を得るた

めに人びとがすべきだと考える「命令的」規範を対

象とする場合に最も効果的である46,47。

命令的規範は、コミュニティから何を承認または却

下されるかという個人の認識に影響を与え、従って

コミュニティに受け入れられるか罰せられるかの予

測から、特定の行動に従うよう動機付ける48。それ

らの規範は:

• サバイバーに、自身が暴力の原因であると感

じさせ49、虐待を受けている場合に、支援を求

める可能性を低下させる50。

• 個人に対して、自らの文化が男性に対し女性

の行動を支配する権限を与えていると信じ込

ませる力が働いている51。

• 男の子の「真の男性」として認識されるために

しなければならないことに対する考えと自己認

識に影響を与え、暴力の継続を助長する可能

性がある。

描写的規範

他人がしていると思うこと

「このコミュニティで、男性が妻を

殴ることは多い」

命令的規範

他人が私に期待している行動

他人から期待されていると思う行動

「男性は妻が従わない場合、殴ることを

許されるべきだ」

それらの社会規範の内在化と暴力の経験には直接的な関係がある52,53。また、男性が家族の家長であるべき

等の、男性優位やジェンダー不平等を支持する考えを持つ女性は、一生の中でDVを受けた割合が高いことが

明らかになった54。

	 多重被害とは、複数の種類の被害を経験すること、またはさらされることを指す。

思春期は、女の子と女性へのGBVの防止に重要な

時期である。

思春期は、どのようなジェンダー別役割が社会的

に受け入れられ、子どもに期待されているかを社

会規範が定着させる重要な時期であり、それらの

ルールは暴力の行使により強制されることもある。

社会規範の変化に重点を置いた防止策は、女の

子の多重被害iに対応し、有害なジェンダー・社会

規範の世代間での受け継ぎと暴力の行使を防止

する可能性があり55、それにより悪循環の断絶に

つながり得る56。

思春期の女の子に特化した防止策によって、プログ

ラムは女の子の有害なジェンダー規範への挑戦を支

援し、彼女たちの健全で他者への尊重の姿勢に基

づく人間関係57の構築のための主体性を育成し、身

体的・性的暴力水準を低下させていることが実証さ

れている58。

CEFMU・早期出産・望まない性体験は、将来に暴力

を受ける可能性を高めるため、思春期の女の子の性

行為や結婚、妊娠の経験を遅らせるための支援は、

彼女たちの人生の中でIPVに遭う危険性を下げる可

能性がある59。だが、それらの有害な社会規範への

対応には、まず思春期の女の子の思考と行動を支

配する規範を把握することが必要不可欠である。

怖がって歩かなくていい

4人の男性に拘束され、CEFMUへと至らされる女の子を描いた絵画作品、ベナン
© Plan International
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私たちの取り組み
本報告書は、プラン・インターナショナルの

質的・長期間追跡調査である「現実の選択、現実の生活」 を
通じて得たエビデンスに基づき、思春期の女の子の暴力と保

護に対する考えや態度の理解を深め、彼女たちが内在化し

た社会規範が人生に与える影響を明らかにすることを目的と

している。「現実の選択、現実の生活」は、質的・長期間追跡

調査として、2006年に生まれた9カ国jの女の子142人の生活

を18歳になる2024年まで追跡した。毎年、彼女たちとその保

護者からデータ収集を行うことで、同調査は女の子の幼少期

から思春期における経験に対し、独自の洞察を提供している
k。

「現実の選択、現実の生活」は、ジェンダー規範とそれに則っ

た行動がどう形成、維持され、時間とともに変化するかを明ら

かにすることを目的とし、女の子が信じていること、価値観、期

待に関して問うことで、ジェンダー不平等の根本的な要因の理

解に独自の貢献を果たしている。同調査は、彼女たちの日々

の現実・意見・目標を彼女たち自身の言葉で聞くという、貴重

な情報を入手する機会となり、世界中の女の子の意見をヒア

リングし、変革とジェンダー平等を求める彼女たちの声の拡大

を保証している。本報告書は、女の子が11～18歳時の2017
～2024年に、彼女たちとその保護者とのインタビューから得

たデータに基づき、彼女たちと保護者の暴力・保護・女の子の

自由と移動・女の子の主体性と意思決定に関する経験と態度

に特化したテーマを扱っている。

「現実の選択、現実の生活」の調査対象の女の子を思春期の

間、追跡した調査結果は、概ね時系列に整理されており、彼

女たちが11～12歳の時にあたる2018年に暴力を受けた経験

とそれに対する不安から始まり、思春期の中での彼女たちの

態度や考え方の変化を探った。そして、彼女たちが17～18歳

時に該当する2024年に彼女たちが望む、暴力のない未来に

向けた行動喚起で締めくくられている。

1 

Real Choices, Real Lives 
Research Study Methodology 

About Real Choices, Real Lives 
Real Choices, Real Lives is a longitudinal and qualitative research study that has been tracking the 
lives of more than 100 girls in nine countries around the world since their births in 2006. Through 
annual in-depth interviews with the girls and their caregivers, the study explores the girls’ daily 
realities, attitudes and aspirations for the future. The study aims to document the social, economic, 
cultural and institutional factors that influence girls’ lives and their opportunities. Real Choices, Real 
Lives has a distinct commitment to understanding the root causes of gender inequality, and to 
exploring how girls’ attitudes and behaviours are influenced by their families and communities at 
different stages of their development. By asking questions about beliefs, values and expectations, the 
study aims to uncover how gendered social norms and behaviours are created and sustained or shift 
over time.  

Data on the study has now been gathered since 2007, giving a unique insight into the life cycle of girls 
and the choices, decisions and realities that shape their lives. We carry out the research with a level 
of depth that many larger quantitative studies cannot always replicate; it has allowed Plan 
International to track and monitor girls’ different experiences of gender norms across their lifespans, 
as well as the attitudes and behaviour of the families and communities they are part of. Over the 
years, Real Choices, Real Lives has generated rich and nuanced material about girls around the 
world which has been used applied more broadly to girls across the nine countries at the national 
level, and even globally. 

The study has gathered data and published reports on a vast array of topics and themes, including 
education, health (including sexual and reproductive health and rights), hunger, protection and 
violence, girls’ activism and participation in civic spaces, climate change, the ways in which girls are 
challenging gender norms, and many others.  

Girls at school in Cambodia 
© Plan International 

「現実の選択、現実の生活」の長期間追跡

調査方法の詳細は、以下を参照のこと: 
plan-international.org/uploads/2024/08/ 
RCRL-Longitudinal-Methodology.pdf 

制約事項

多国間長期間追跡調査実施には、3地域と複数言語を扱うため、数多くの制約が存在した。調査手法は、過去18年間に

進展した倫理および保護基準に適合させるため、調査期間中に段階的に進化していったが、その変化は調査の一貫性

に影響を及ぼした。質的調査における立場性および主観性は、常に存在する課題である。調査「現実の選択、現実の生

活」は、これらの課題の影響を最小限に抑えるよう努めた。ただし、「現実の選択、現実の生活」の調査対象者数は小規

模であるため、本調査の結果は、対象国において類似の経験を持つ女の子たちの状況を示すものに過ぎず、他の状況

や条件には必ずしも適用可能であるとは限らない。

本地図について

本地図に示されている境界線、名称、表記は、プラン・インターナショナルによる公式な承認または支持を意味するもの

ではない。

調査期間

18年間
彼女たちが18歳になった

2024年まで

9カ国
で調査実施

女の子たちが生まれた

2006年から

	

	

ベナン・ブラジル・カンボジア・ドミニカ共和国・エルサルバドル・フィリピン・

トーゴ・ウガンダ・ベトナム。

私たちは、ジェンダーが人びとのアイデンティティや表現に様々な影響を与

える、多面的概念であると認識し、また、ジェンダーのアイデンティティは男

性と女性の二元的な枠組みを超えたものであることも認識している。しかし、

本調査の目的上、調査対象者を指す包括的な用語として「女の子」を使用し

ている。

怖がって歩かなくていい
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自身の言葉による女の子の姿

暴力の脅威

一部の女の子、特にエルサルバドル・ドミニカ共和

国・フィリピンの女の子nは、自身の安全に対する

具体的な状況下での脅威を訴えていた。しかし、

大多数の調査対象の女の子にとって、暴力の脅威

はジェンダーに深く根差したものであることが示さ

れている。

女の子たちの回答に共通するテーマは、「学校で

男の子が暴力的だ」という報告であっ

た。Barbara(ベナン)は14歳の時「男の子は女の

子よりずっと頻繁に喧嘩をします」(2021年)と述

べ、Nakry(カンボジア)は「男の子が喧嘩をするか

ら学校は危険です」と述べた。それにより多くの女の

子が男の子に警戒心を抱き、彼らとの交流を避ける

ようになった。Christine(フィリピン)は12歳の時「彼

らは女の子を大切にしない」(2018年)と、近所の男

の子と遊ぶことに懸念を示した。

多くの女の子が長年、コミュニティ内の怪しい危険な

男性、路上でのハラスメント、一人で歩いたり水汲

み等の家事をしたりする際のレイプに対する恐怖を

訴えてきた。

暴力の脅威、そしてそれに伴う不安や脆弱さの感

覚は、調査対象となった女の子たちの生活におい

て、長年にわたり重要なテーマとして存在してき

た。2018年当時、彼女たちがまだ11～12歳であった

頃、過半数が1か所以上の場所で危険を感じている

と回答し、91％が何らかの暴力を受けた経験があ

ると述べている。

暴力の発生場所として多く挙げられたのは、学校

(42％)、自宅(31％)、コミュニティ(28％)lであった。

また、  図 2は、彼女たちがコミュニティ内で危険

を感じる場所について回答した結果を示している。

図 2 女の子が「危険を感じる」と述べた場所(2018年)m

Davy(カンボジア)は「レイプや虐待を受けるかもしれ

ないし、誰も助けてくれないでしょう」(2018年)と、静

かな場所を歩くことに不安を示し、一方Jane(ウガン

ダ)は、水汲み時に暴行に遭うことを懸念していると

述べた。

「夜に井戸へ水汲みに行くのは[怖いです]。
[…]悪い男にレイプされるかもしれないから」

 - Jane、12歳(2018年)、ウガンダ

自宅で危険を感じると回答した19％の女の子の内、

大多数がGBVの脅威に言及した。

Raquel(エルサルバドル)は、彼女の男性のいとこが

叔母に暴行を加え、殺すと脅したことを語

り、Karen(エルサルバドル)とJuliana(ブラジル)は、ア

ルコール依存症で酔うと暴言を吐く父親のことが怖い

と述べた。

Karenは、調査対象の女の子の中で、精神的暴力の

影響を訴えた数人のうちの一人であった。彼女は、父

親が酔った際に自分を嘲り、非難することがあったと

語っており、特に父親と二人きりにされたときには危

険を感じていたと述べている。ベニン・トーゴ・ウガン

ダの多くの女の子は、家事を忘れるなどの失敗をした

際に、保護者から殴打されたと述べている。

i         複数の状況下で暴力を経験したと話す女の子も見受けられた。

m 1つ以上の場所で危険を感じるとした女の子たちの回答には、複数の場所を挙げた子もいれば、1つの場所のみ挙げた子もいた。

	 エルサルバドルの調査対象の女の子のコミュニティにとって、ギャングによる暴力が、長年にわたり重大な脅威となっている。2022年、Nayib 
Bukele大統領は「ギャングとの闘い」を開始し、ギャングの構成員とされる7万3,000人超を逮捕し、緊急事態宣言を発令した。ギャング排除策は国

際的に人権侵害であると非難されているが、同国ではその政策は広く支持されており、調査対象の女の子たちはブケレ大統領をコミュニティに平和

と安全をもたらしたと称賛していた。ドミニカ共和国はフェミサイド（性別を理由に女性または女の子を標的とした殺人）の発生率が世界で最も高い国

のひとつで、その発生率は年々増加しているという。2022年のフェミサイドの被害者の34％以上が女の子や思春期の女の子だった。詳細は以下を

参照のこと: https://oig.cepal.org/sites/default/files/s2301023_en.pdf 。フィリピンでは、多くの女の子が犯罪率が非常に高い地域に住んでいる。

海岸で手を繋ぐ女の子たち、トーゴ
© Plan International / Marc Schlossman
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怖がって歩かなくていい
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デジタル暴力

オンライン暴力は、女の子が成長しソーシャルメディア

を利用し始めるにつれ、彼女たちの生活での新たな

問題として浮かび上がっている。ラテンアメリカおよび

と・カリブ海地域(LAC)と東南アジア(SEA)の調査対象

者は、15歳までに大多数が自身の携帯電話を所有す

るか、インターネットを定期的に利用できる環境にい

た。一方、アフリカの対象国で自身の携帯電話を所有

する女の子は少数だったが、大多数の女の子は、イン

ターネットへのアクセスおよびオンライン上での活動

機会を有していた。

世界中の調査対象の多くの女の子が、ポルノや女性

蔑視的なコンテンツなど、懸念されるオンラインコンテ

ンツに遭遇していた。また、男性からの性的な内容の

メッセージの受信、交際関係にない男性からの性行為

への誘い、露骨な画像や動画の共有など、デジタル

ハラスメントを受けた女の子も多数いた。

レイプと望まない妊娠の危険

レイプと性的虐待の危険は、女の子の最大の懸念事

項である。彼女たちの多くは、幼い頃からレイプや虐待

の恐ろしい話を聞かされている。Doris(エルサルバド

ル)は12歳の時、同い年の女の子が虐待により妊娠し

た、非常に酷い事例をよく覚えていて、それを語った。

女の子たちは、自身が経験した暴力やハラスメントに

ついて語っており、その中には非常におぞましい出来

事も含まれていた。それらの経験は、彼女たちに深い

恐怖心を与えていた。

「私は1回、レイプされかけました。ユース男性た

ちは計画的に私をレイプしようとしていたのです!
[…]幸いにも、知人の男性がこちらに歩いてきて

いるのが見えて、私は「この人たちにレイプされ

そう!」と叫び、彼は駆けつけて私を救助してくれ

ました。私たちはレイプを企てた人たちのうち、1
人を特定したのですが、彼は仲間を明かしませ

んでした」

- Sheila、17歳(2024年)、ウガンダ

セクシュアル・ハラスメントやレイプの危険は、女の子

の保護者にとっても重大な懸念事項であり、特に彼女

たちが思春期に入り、第二次性徴を迎える頃から、そ

の懸念は一層高まっている。彼女たちが12～13歳

だった2019年当時、保護者の76％が、女の子は男の

子より暴力に遭う危険が高いと述べ、その女の子が遭

う危険のある暴力には、レイプ・IPV・CEFMUなど幅広

く挙げられた。

保護者には、女の子は「脆弱すぎて」自らを守ることが

できないと考える傾向が見られた(Nataliaの母

親、2019年、ブラジル)。また、搾取やレイプは、男の

子よりも女の子にとって重大な脅威であると捉える傾

向も確認された。

「他の男の子にする場合もありますが、女の子へ

のレイプの方がずっと多いです。男の子が被害

に遭うことは、そんなにありません」

- Madelinの母親、2019年、ドミニカ共和国

「女の子は物を売って、沢山歩き回るの

で、CEFMUのための誘拐に遭う危険にさらされ

ています。男の子はそんなことはありません」

- Jacquelineの母親、2019年、ベナン

女の子の保護者には、性暴力、特にレイプによって妊

娠した場合、それを女の子本人およびその家族にとっ

ての「恥」として捉える傾向が多く見られた。Tien(ベト

ナム)の祖父は、自分のコミュニティでおきた、集団レ

イプに遭い妊娠した15歳の女の子の恐ろしい事例を

語った。Tienの祖父は、サバイバーの祖父の知人で

あり、その男性が「3人の男の子に犯され」て「[孫娘を]
恥だと感じた」(2018年)と話したという。Amelia(ウガン

ダ)の母親は、性暴力の事例が恥のためにほぼ報告さ

れないと説明した。

「女性はレイプされても、「恥」と考えて報告し

ないかもしれません」

- Ameliaの母親、2017年、ウガンダ

調査対象者全体において、保護者の性暴力に対する

考え方と、娘である女の子が同様の認識を内在化し

ていることとの間に、明確な関連性が認められた。そ

の1つの例として、Sylvia(ウガンダ)の母親が挙げられ

る。彼女は、レイプと望まない妊娠の危険に関し、そう

いう状況は「家族の面汚し」(2021年)であると述べた。

同年Sylviaは、女の子がレイプで妊娠したら、それに

よる恥から逃れるために「自殺を決意するかもしれな

い」(2021年)と述べ、彼女たちの成長過程で、恥と暴

力に関するジェンダー規範がいかに深く内在化されて

いるかを示す結果となった。

「見知らぬ男性が話しかけてきて、失礼な言

葉を言い[…]そして、嫌な写真を送ってきま

した。怒りを覚えました」

- Lina、14歳(2021年)、カンボジア

彼女たちのデジタル暴力の経験は、オフラインの

世界にまで拡大、移行している。Karen(エルサル

バドル)は15歳の時、オンラインで母親にコンタクト

した男性が、Karenの通っていた学校名を口にし、

彼女を誘拐すると脅したという恐ろしい経験を語っ

た。

彼女たちが17～18歳になるまでに、友人や同級

生がリベンジポルノoの被害に遭った話を語る女の

子も何人かいた。

怖がって歩かなくていい

プラン・インターナショナル「Down to Zeroプロジェクト」の配布資料、ドミニカ共和国
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男性の暴力は「自然」なものか

女の子が共有した経験の共通点として、暴力の加害

者、または加害者と想定されるのが男性であること

が挙げられる。

14～15歳時点で、調査対象の女の子の多くが、男

性の暴力的・攻撃的な行動のために、「日々の生活

に危険を感じる」と訴え、「男性の攻撃性が、女の子

が日々の生活で経験する困難を生んでいる」と非難

する女の子もいた。

「男性が、暴行やレイプという人権侵害等、女

の子と女性が経験する多くの困難を起こし、

それが[男性を]より暴力的にします」

- Justine、14歳(2021年)、ウガンダ
女の子による男性の暴力の正当化

重大な問題点として、女の子の多くがGBVを批判する

ことなく正当化している点が挙げられる。調査対象者

の中には、男性の暴力の本質主義的に捉えp、暴力は

男性の先天的な特性であると考えている女の子もい

た。

Melanie(フィリピン)は15歳の時、男性が暴力的なの

は「男性だから」(2021年)だと説明した。一部の女の子

は宗教を通じてその「自然の秩序」を正当化する者も

見受けられた。Alice(ベナン)は「神が男性と男の子を

そのように創造した」(2021年)と説明した。

長年、暴力が自然であるという状態の説明を試み、男

性の暴力と、男の子と男性が感情をコントロールでき

ないこととの関連性を指摘してきた女の子もいた。彼

女たちの多くは、男の子や男性が「怒りを制御できない

から」(Rebeca、2021年、ドミニカ共和国)、「些細な理

由」(Sen、2021年、ベトナム)で衝動的な攻撃性に駆ら

れて行動する様子を観察していた。

一方、男性の暴力行使による女性の支配の説明に、

男性の強さと女性の弱さを用いた女の子もい

た。Fezire(トーゴ）は、女性を支配するために男性は

意図的に自身の強い力を用いていると述べている。

「[男性は]自身が強いのを知っているから、彼ら

に悪いことをされても、あなたは何の抵抗もでき

ません」

- Fezire、18歳(2024年)、トーゴ

また、「男性優位と女性の従属」というテーマに触れる

女の子も多くいた。Susana(エルサルバドル)は、男性

は「周囲の女性に命令する力を持っている」(2021年)
と述べ、一方Thea(ベナン)は「男性は自身が女性より

優れていると考える」(2024年)ため、男性が暴力行使

で女性を支配するのは自然であると説明した。

男性の暴力・攻撃性・支配が位置する、より広域の社

会的文脈について、明敏な洞察を述べた女の子もい

た。Beti(ウガンダ)は、家族やコミュニティ内を男性優

位とする社会規範が、男性が女性の方が下であるとみ

なすようにし、VAWを正当化させていると、思慮深い

説明をした。Betiは、習慣的に彼女のコミュニティで女

性が男性に挨拶する際や食事を提供する際、女性が

男性に跪く例を挙げ、そのようなジェンダー規範が男

性の暴力行使を可能にさせる主要なものであると説明

した。

図 3 「男の子と男性は元々、女の子と女性より攻撃的・暴力的傾向がある」

- 2021年と2024年の女の子の回答の比較

男の子と男性が攻撃者、女の子と女性が被害者る

とする明確な認識を考慮すると、彼女たちの約3人

に2人が、「男性の暴力は自然なものだと思う」と回

答したのは、驚くべきことではないかもしれない。

2021年(当時女の子が14～15歳)には、男の子と男

性は本質的に女の子と女性よりも攻撃的で暴力的

であるとする規範に対し、68％が「同意」または「強

く同意」と回答していた。2024年(彼女たちが17～

18歳になった時点)には、それは62％へと減少して

いる。このように、当該のジェンダー規範に賛同す

る人数が成長とともにわずかに減少した点は好まし

い傾向である。しかしながら、成人期への移行期に

差し掛かったにもかかわらず、大多数の女の子が

依然として暴力を「自然な」「ジェンダーに基づくも

の」と捉えていることは、憂慮すべき課題である。

	  ジェンダー本質主義とは、女性と男性はそれぞれのジェンダーに基づいた、特徴的で不変的かつ自然な特性を持つという考えである。ジェンダー本質主

義によれば、女性と男性の「本質的な」特性は普遍的で、各ジェンダー毎にそこに属する全ての人に共通するという。

29%

39%

21%

4% 4% 3%

17%

45%

29%

2%

7%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

強く同意する 同意する 同意しない 強く同意しない わからない 無回答

2021 2024

怖がって歩かなくていい

「私の体はおもちゃではない」と書かれたプラカードを掲げるユース女性、ウガンダ
© Plan International 



24 25

「女の子の安全確保は彼女自身の責任である」「男性の多くは何事にも威圧的な言

葉を使います。また社会が男性が

リーダーだと認識しているため、彼ら

は自身が他の何よりも遥かに優れて

いると感じていると思います。さら

に、女性は男性に対し跪かなければ

ならないという考えが、彼らに攻撃的

になるための言い訳を与えているの

です」

- Beti、17歳(2024年)、ウガンダ

女の子が暴力と男性優位を現状として受

け入れ、時にはそれを支持していること

が、男性の暴力に関するジェンダー規範が

深く内在化され、彼女たち自身によって再

生産・強化されていることを示している。

これは重大な意味を持つ。男性優位を強

化する考え方・ジェンダー不平等・男性に

よる暴力は自然であるとする考え方は、女

性に対するIPVの発生率の高さと関連す

る。

「現実の選択、現実の生活」の調査対象の

女の子の内、3人に2人が思春期後期にそ

れらの暴力とジェンダー不平等を強化する

考えに賛同しているが、彼女たちの多くが

成人後にIPVを受ける危険性が著しく高い

と推測される。

従って、GBVを助長する有害な社会規範

に挑み、解体するための取り組みの加速

化が必須である。

女の子がGBVの危険にさらされていることと、男性の

暴力は自然で不可避なものだという考えが、彼女たち

に暴力や虐待から自身を守る責任は自身にあるとい

う社会規範を内在化させている。彼女たちが14～15
歳だった2021年、彼女たちの57％がこの社会規範に

同意または強く同意した。

自身の保護に対する責任感は、男性の暴力は「自

然」であるという社会規範のように、成長とともに支

持が低下することはなく、むしろ確立・強化されて

いった。彼女たちが17～18歳であった2024年では、

支持率67％に達し、この社会規範が深く根付いたこ

とを示した。

 図 4 「暴力や虐待から女の子を守る責任は女の子にある」

- 2021年と2024年の女の子の回答の比較
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 図 5 暴力や虐待から女の子を守る責任は

女の子にある」という意見に同意または強
く同意 - 2021年と2024年の女の子の地
域別比較

保護体制に対する信頼の欠如

2021年と2024年で、SEA地域の調査対象の女の子

は、女の子が、自らを危害から守る責任を負うべきで

あるとする社会規範に同意する割合が、最も高かっ

た(それぞれ72％と85％)。これらの女の子には、こ

の問題を「女性の自己防衛の権利」として捉える傾

向が見られた(Christine、2021年、フィリピン)。また、

「誰も守ってくれないので、自分で自分を守らなけれ

ばならない」という意識も併せ持っていた。

「自分を守れるのは女の子自身です。他人に

[守ってもらおうと］信用し過ぎるべきではあり

ません。自分で守らなければいけません」

- Ly、15歳(2021年)、ベトナム

ドミニカ共和国の多くの女の子、およびウガンダの

一部の女の子においても、彼女たちを保護すべき機

関に見捨てられたという感覚を抱いていることが明

らかとなった。彼女たちの多くは、彼女たちを安全に

守るべき機関に裏切られたという強い裏切りの感覚

に言及し、残された手段として、自分の身は自分で

守る責任を負わなければいけないと感じてい

た。Katerin(ドミニカ共和国)は、この状況をこう簡潔

に表現した。

「自分で守らなければ、誰も守ってくれません。

自分を守るのは、その女の子自身であるのは

当然です」

- Katerin、15歳(2021年)、ドミニカ共和国

責任の転嫁・継続する制限

2021年、アフリカの調査対象者の女の子は、自分の

保護は自身の責任であるという考えに最も反対する傾

向をみせ、66％が、これは女の子の責任ではないと訴

えた。だが、興味深いことに、公的機関に責任を転嫁

し、社会規範の変革を求めるのではなく、彼女たちは、

女の子は自身で自身を守る力が弱いまたは、不十分

であるため、保護者が彼女たちを暴力から守る責任が

あるとし、移動の制限や、常時行動を監視すべきであ

ると論じる傾向がみられた。Folami(トーゴ)は「彼女た

ちに悪いことが起こらないように」(2021年)と兄弟が彼

女たちに付き添うべきだと提言した一方、父親が2019
年に、女の子は虐待の「容易な標的」と述べたFezire
はこう説明した。

「女の子は自分を守れません; 彼女たちには[…]
暴力や虐待から守られるために保護者が必要

です」

- Fezire、15歳(2021年)、トーゴ

自立への信頼を、保護者や公的機関、さらには社会

全体への失望に基づく個人的な経験から形成してい

た女の子も見受けられた。Rebecca(ウガンダ、2021
年)の母親は、「過去数か月の間に、ある男性が娘を2
度追いかけた」という懸念すべき一連の出来事につい

て語った。Rebeccaを守るために何らかの措置を講じ

たかを尋ねたところ、母親は次のように答えた。

「何もせず、彼と話すことさえしませんでした。で

も、子どもには、「また同じことが起きたら黙って

逃げずに、彼がまた追いかけてきたら叫んで助

けを呼んで、そうすれば人びとが来てあなたを追

いかけている彼を捕まえられるから」と伝えまし

た」

- Rebeccaの母親、2021年、ウガンダ

Rebeccaの母親に事件を報告しなかった理由を尋ね

ると、その男性がコミュニティの住民であったため、「様

子を見る」必要があったと答え、家族がトラブルを回避

したかったことを示唆した。

数年後、Rebeccaに女の子は自身を守る責任がある

かと尋ねた際、彼女が、「女の子が「不注意」であれば

危害を免れることはできない」(2024年)と答えたのは、

驚くべきことではなかった。

2024年までに、アフリカの調査対象の女の子の回答

に大きな変化が生じた。17～18歳時では、69％が暴

力や危害から自身を守るのは自分の責任だと感じて

おり、そうではないと主張したのは28％にすぎなかっ

た。だが、彼女たちの発言から、移動を制限すること

が安全確保のための重要な手段だという考えが保

持されていることがわかる。

Miremba(ウガンダ)も、女の子は移動制限によって

危害を回避しなければならないという考えを内在化

していることが明らかであり、こう述べていた。

「一人で移動したり夜の外出を避けるなど、女

の子には自分を守る責任があります」

- Miremba、17歳(2024年)、ウガンダ

移動に加え、アフリカの調査対象の女の子の多く

が、女の子は社会的ルールとして規定された「よい

女の子」の振舞いに従うことで、ジェンダー規範の逸

脱による制裁・罰則を回避し、自身を危害から守る責

任があると考えていた。Alice(ベナン)は、自身の行

動を制限してリスクを最小限に抑えるという女の子の

責任について語った。

「女の子は、行き先を限定し、暴力の被害に遭

わないよう、どう行動すべきかを学ぶべきで

す」

- Alice、14歳(2021年)、ベナン

アフリカの調査対象の女の子の変化が態度に現れる

のではなく、回答に顕著にみられるということは、彼女

たちが成長するにつれ、自身の行動を監視する責任

が保護者から自分自身へと移行しているのを認識し

ていることを示している。これは、その命令的規範が

思春期の女の子にいかに強力に内在化されているか

を示している。

34%

72%

57%

69%

85%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

アフリカ SEA LAC

2021 2024

怖がって歩かなくていい

変革の担い手(CoC)ワークショップに参加するユース男性、ドミニカ共和国
© Plan International 



28 29

被害者非難

暴力に関する社会的規範が内在化されると、攻撃の

責任が加害者から被害者に移る、被害者非難が生じ

る60。 調査対象者全体で、多くの女の子が彼女たち

の仲間が受けた暴力に関し、仲間への非難に直ぐに

帰結したのが認められた。  図5で示された通り、LAC
の調査対象の女の子が、女の子の自身を守る責任に

関する社会的規範に同意している程度が最も弱く、そ

れは成長とともに弱まった。だが、彼女たちの回答か

ら、被害者非難に基づく意見が強く内在化されてお

り、その多くは服装や行動に関連したものであったこ

とが明らかになった。Saidy(ドミニカ共和国)は、慎まし

さに関する規範に適合しない服装でいることによるリ

スクについて説明した:

「丈のとても短い服を着れば、男の子を刺激

すると言われます」

- Saidy、15歳(2021年)、ドミニカ共和国

彼女たちは、コミュニティ内で被害者非難の事態を見

ただけでなく、彼女たちの多くが、女の子がジェンダー

的な期待に反する行動を取ったために暴力・危害を

受けた場合は、その女の子は非難されるべきだとし

た。Huong(ベトナム)は、最近起きたコミュニティ内の

ハラスメントの事例を、被害者非難の論理を用いて正

当化し、女の子が行くべきではないと知りながら、溝

へ行き、男の子たちの近くを通りかかり、彼らからハ

ラスメントを受けた、と説明した。

Huongは、男の子に懲罰を求めるのではなく、女の

子が自身を危険な状況に置かせたため、停学処分さ

れるべきだと述べた。

 図 6 被害者非難の規範による虐待と危害の循環Sharina(ドミニカ共和国)(2021年)は、女の子が一人

で歩き、危険に遭うことは「無条件で」であってはなら

ない、と指摘した。調査対象の女の子全体の中に

は、特にベナンとフィリピンの女の子は、ジェンダー・

社会的規範の遵守が社会的保護の享受の可否を

左右する、と考えているようだった。

それらの女の子は、女の子が伝統的なジェンダー的

役割に反したり、「高リスクな」行動をした場合、彼女

が受ける性暴力は正当化され、彼女は支援や援助

を受ける権利を失うと述べた。

Chesa(フィリピン)(2019年)は、「よい女の子」の理

想に反した女の子は保護者の保護を受ける権利を

失うと主張し、「保護者の言うことを聞かない」場合、

保護を受けれないとした。Thea(ベナン)は、女の子

が保護者に従わず、反抗して夜遅くに家から怒って

出て行った場合、危害に遭ったとしても、コミュニティ

から保護を受ける権利はないと説明した。

つまり、女の子が「よい女の子」または「正に被害者」

とみなされる場合のみ、保護を受ける権利が認めら

れるのだ61,q。被害者非難の規範の内在化は、女の

子に重大な意味を持つものであり、虐待の繰り返しと

更なる被害を生む。それらは、危害の回避のための

彼女たちの自己制限や言動の監視を強化するだけ

でなく、経験する暴力の原因は自身にあると信じる可

能性を高める62。

女の子と女性が自身が受けた虐待の責任が自身にあると信じる場合、虐待を報告する可能性は低くなり63、

再度暴力に遭ったり、二次被害を受ける可能性が高まる64,65,r。また、心理的回復に必要な時間は大幅に長期

化する傾向がある66。被害者非難が男性の性的特権と女性の身体を支配する権利を強化し、そのため暴力の

繰り返しが継続されることが極めて重要である67。

女の子が暴力に遭う、

または繰り返し遭う

内在化された被害者非難

の規範が、暴力は自身の

責任だと信じ込ませる

心理的回復には長期間が

必要になり得る

女の子が報告した場合、警察

や当局から二次被害を受ける

可能性が高い

女の子が警察や当局に

暴力行為を報告する

可能性は低い

被害者非難の規範

による虐待と危害

の循環

怖がって歩かなくていい
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女の子のデジタル保護責任

残念ながら、オンライン上の安全は、女の子の学校・コ

ミュニティ・保護者の間であまり議論されていないテー

マのようである。そのため、彼女たちの多くはTFGBV
への対処に、直感や非公式な仲間の支援に頼ってい

る。

彼女たちは、恥の意識と被害者非難の意見を、経験し

たオンラインハラスメントに適用し、内在化しているよう

で、それが、彼女たちの事件を報告する可能性を低くし

ている。Darna(フィリピン)(2021年)は15歳の時、オンラ

インで知らない人から性的なメッセージや露骨な画像を

受け取り、「恥ずかしかった」、と述べた。彼女は叱責や

説教を受けることを恐れたため、それらの出来事を保

護者や教師に報告しなかったという。これは、彼女が経

験したハラスメントについて彼女が非難されることを予

測していたことを示している。

Darna同様、Fernanda(ブラジル)(2024年)もまた、オン

ライン上の女の子の保護責任に関する有害な態度を明

らかに内在化していた。彼女が18歳の時、同級生の女

の子が自身の裸の写真を男の子に送り、その男の子

が彼女の同意なしに写真を広範囲に拡散したという話

を共有した。

男の子は何の処罰も受けず、一方、その女の子は恥ず

かしくて「長い間不登校になった」という。Fernandaは

彼女に対する同情はほとんど持たず、「彼女は彼に写

真を送るのを避けるべきだった」と、それは彼女の責任

だと考えていた。

調査対象の女の子が内在化している有害な保護規範

のため、彼女たちは、女の子がハラスメント回避のた

めにオンライン上の行動を変え方に焦点を当てた。彼

女たちにデジタルハラスメントに遭った場合に何ができ

るかを尋ねたところ、彼女たちは包括的な提言を提示

した; ソーシャルメディアのアカウントを個人に合わせ

て設定・インターネット利用に対し「より自制心を持つ」

(Michelle、フィリピン、2024年)・女の子はインターネッ

ト利用を完全にやめるべき(Chanta、ドミニカ共和

国、2021年)等、多岐にわたった。彼女たちの提言の

大多数が、オンライン加害者への責任追及を含んでい

なかったことは特筆すべき点である。

保護規範の代償

女の子の移動と行動への直接的影響

女の子のその保護責任の内在化による影響は多岐に

わたる。その考えは、彼女たちの多くが他の女の子が

すべき・すべきでないことを判断するだけでなく、自身

の行動・移動を制限・監視するようにさせている。2021
年、調査対象の女の子の16％(主にウガンダ出身)
が、危害や暴力を回避するために行動を変えたり、移

動を制限したりしたことを自発的に述べた。2024年ま

でに、その割合は41％に増加し、ドミニカ共和国・エル

サルバドル・フィリピン・ウガンダの大多数の女の子が

含まれていた。彼女たちが挙げた行動の変化の例に

は、夜間に外出しないことを選択する・コミュニティ内

の特定の場所を避ける・通学や水汲みの際に同伴者

を確保する等であった。

「一人で通りを歩くのが怖いです。[...] 男がつい

てきて、ひったくりに遭うかもしれないし、あるい

は...なんと言うか... 誘拐とか色々起こるかもしれ

ません」

- Natalia、17歳(2024年)、ブラジル

総合的に見て、女の子が暴力や虐待に対する恐怖の

程度と、自身の安全を守ることに対する責任により、公

共スペースの自由な利用が制約されていたことが判明

した。

調査対象の女の子全体で、この保護責任の規範が女

の子の機会を奪った事例が確認された。一例とし

て、Sen(ベトナム)(2021年)は、怖い出来事が起こっ

て以来、一人で歩くのに不安を感じ、付き添える人が

いなかったため、個別指導教室に通わなくなったとい

う。

「私がまだ、3年生か4年生の頃、個別指導教

室に通っていて、一人で帰宅していました。あ

る日[...] 日中でしたが、橋に行くと、男がバイク

でやって来て、バイクから降りながら、野卑な言

い方で「バイクに乗れ。家まで送ってやる」と言

いました。彼がバイクから降りた瞬間、私は急

いで家まで走りました...だから、今はほとんど

一人で歩かないです」

- Sen、15歳(2021年)、ベトナム

彼女たちが自身を守るための別の手段は、上述の

「よい女の子」の理想に合わせることであった。

彼女たちが採用していた具体的な行動の一つは、年

長者に対する従順さであり、多くが、自身を危害から

守るために保護者の指示に従うことを強調し

た。Thom(ベトナム)は、従わないことのリスクを率直

に説明した:

「保護者の忠告に従わなければ、誘拐・性的虐

待・殺害といった、多くの危険にさらされます」

- Thom、12歳(2019年)、ベトナム

Ayomide(トーゴ)(2024年)にとって、このジェンダー

規範による従順さは一層重大な事項であり、彼女

は、女の子は父親だけでなく全ての男の子と男性に

自身への支配を許し、彼らに従わないと、暴力を受

けることになる、と教え込まれていると説明し

た。Ayomideは、女の子が男の子の指示に従わな

い場合、「彼らは呼び出し、罵り、殴ります」と述べ

た。また、Juliana(ブラジル)は、男性に十分に支配

を許していない、母親を含む女性たちを批判した。彼

女は、従順さを「難しい」女性への男性による暴力の

正当化に利用したのだ。

怖がって歩かなくていい

新アプリSafe Journeyのサービス開始時に試用する女の子、ベトナム
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「女性の中には...悪いですが、男性に対して少

し厳し過ぎる人がいて...それはうまくいきませ

ん。[...]私の母のように、男性に決して譲歩しな

い女性もいます。彼女は常に同じようにやり返

すのです」

- Juliana、17歳(2024年)、ブラジル

こうして、暴力の脅威が女の子の厳格なジェンダー・

社会的規範を強化し、安全確保のために自身の行動

を調整していることがわかる。

調査対象の女の子全体、特にブラジルとウガンダ出

身、は、暴力から身を守るために貞操と慎ましさが重

要であるとも指摘した。

主体性と自己信頼の崩壊

差し止め規範(女の子が社会から自身や他の人が期待さ

れていると考える行動)の暴力と保護に関して持つ力は、

成長とともに定着・固定化する過程と、女の子の態度・行

動に与える影響に明確に表れている。今回の調査から得

た重要な発見は、それらの深く根付いた考えが、女の子

が、男の子は彼女たちより自由であるべきと信じ、彼女た

ちは自身で決断できると信頼されるべきではないと考える

傾向を強める、ということであった。14/15歳時点で、女の

子の自身に対する保護責任に関する規範を内在化した

女の子(40％)sの相当数が、男の子は女の子より自由で

あるべきだと感じていた。これは、彼女たちの保護責任

が、男の子が享受する自由を成立させない障壁であると

いう考えを示唆している。彼女たちはその考えの正当化

のために、いくつかの理由を挙げた。Barbara(ベナン)
は、男の子より女の子がコミュニティで遭う危険が重大で

あるため、女の子の自由は制限されるべきだと感じてい

た。一方、Rosamie(フィリピン)(2021年)は、女の子は男

の子よりも失うものが多く、「男性は何でもできる」が、女

の子は「自身を守る」必要があるため、自由度は低いべき

であると述べた。

Fernanda(ブラジル)は、男の子が性行為をする権利

があると感じているなら、彼らを「誘う」または「からか

う」行為が、性的暴行に至る可能性があると説明した。

「男の子を誘う女の子は多いですよね?それで、

そのせいで [...]理由は分からないですけど、彼

らは...彼女たちをレイプする権利があると感じる

のです」

- Fernanda、18歳(2024年)、ブラジル

同様に、Justine(ウガンダ)は、性行為に「No」と言わ

ない女の子に対して批判的であり、女の子が男の子と

の一定の性的な接触を受け入れるなら、それが性暴

力につながるリスクを認識受け入れるべきだと述べ

た。

また、ベナンとトーゴの多くの女の子は、女の子の保

護・自由の制限・無償のケアワークを関連付け

た。Margaret(ベナン)(2021年)は、女の子は「街で

売春しないで」家で家事をすべきだが、男の子は「外

に出て歩き回れる」べきだと述べた。

Djoumai(トーゴ)(2024年)も、女の子は家事に追わ

れるべきだと考えており、彼女は、もし女の子がもっ

と時間を与えられたせいで、何かが起こったらどうす

るのか、と問いかけてきた。

それらは、「よい女の子」の理想・保護の考え方・女

の子の移動制限がどう関連しているかを浮き彫りに

している:  女の子の無償のケア責任は、各地でみら

れるジェンダー規範68であるだけでなく、女の子を

「道徳的な」行いに拘束させることで、彼女たちを危

害から回避させる手段として見なされることも多い。

憂慮すべきことに、自身の保護は自身の責任である

とする女の子の中に、女の子の主体性も制限すべき

だと主張する傾向がみられた。具体的には、「自分

が選ぶものが悪い可能性がある」ため、自身で自身

の決断を下すべきではない、と述べた女の子が存在

し(Karen、2021年、エルサルバドル)、これが暴力や

虐待につながる可能性があるとの指摘がある。

2021年、自身に対する保護責任規範を内在化した

女の子の62％が、女の子が自身で決断することは

許されるべきではないと考えていた。

自身で自身の安全を確保する責任の重圧や、遭遇す

る危害に対する責任が、女の子が自身の意思決定

能力を疑う原因となっていると結論付けられるのかも

しれない。   図 7は、自身に対する保護責任規範を内

在化した女の子が、男の子は彼女たちより自由であ

るべきだと考え、女の子は自身で決断すべきでないと

考える傾向が強いことを示している。

図 7 自身に対する保護責任規範を内在化

        した女の子と、それに異議を唱える
女の子の考え方の比較(2021年)

40%

62%

24%

47%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

男の子は女の子より

自由であるべき

女の子は自身で

決断すべきでない

% 賛成 - 自身に対する保護責任規範を
 内在化した女の子

% 賛成 - 自身に対する保護責任規範に
 挑む女の子

怖がって歩かなくていい

女の子への暴力の撲滅を訴えるイベントに参加する子どもたち、ベナン
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調査対象の女の子の多くは、女の子が自身で決断を下

すと、「間違いを犯し」たり、「間違った」決断をしたりし

て、危険な状況に陥る可能性があると感じていた。

ベナンとトーゴの女の子がそれを最も強く感じてお

り、2021年に両国の調査対象の女の子は皆、女の子

が自身で決断を下すのを許すべきではないと述べ

た。AliceとEleanor(ベナン)(2021年)は、女の子が自身

で決断することを許されれば「混乱を招くだけ」と述べ

た。一方、Essohana(トーゴ)(2021年)は、女の子が安

全や保護に関する決断を自身で下せば「人生を台無し

にする」と主張した。Barbara(ベナン)が「正に被害者」

の考えを反映させ、女の子が父親と相談せずに決定を

下し、危害に遭った場合、父親の保護と支援を受ける

権利を喪失すると説明したことは特筆に値する:

「女の子が自身で決断をし、それが失敗に終わ

り、父親と話さなければならない状況になった場

合、父親はそれはお前の責任だ。お前が一人で

決断をしたからだ、と言うかもしれません」

- Barbara、14歳(2021年)、ベナン

Barbaraの力強い言葉は、自身に対する保護責任規

範の規範と女の子の意思決定に対する自律性との明

確な関連性を示している。

被害者非難の脅威と保護の欠如が支配する状況

で、Barbaraは自身で判断を下すのは極めて危険であ

ると感じていた。

女の子の意思決定権を委ねる相手が、保護者から夫・

パートナーへと移行していることは、彼女たちの将来

の自立に重大な影響を与え得る、懸念事項である。

一例として、Valerie(ドミニカ共和国)(2024年)の夫は、

オンラインハラスメントt等、「何か醜いこと」が起こらな

いよう、彼女のソーシャルメディア利用を監視していた

と述べた。Valerieはこの父権的な行為を特に問題視

していないようだった。

これは、それらの考えが年齢によるものではなく、女性

の移動・主体性・自律性を支配する父権的な社会規範

に深く根ざしていることを示している。

有害な社会的規範に反発する女の子

女の子は暴力が社会化

されたもので、その認識を

変えられると考える

調査対象の女の子が思春期後半に差し掛かると、彼

女たちの暴力・保護・主体性に関する見方を支配して

いた有害な社会的規範のいくつかに対し反発し始め

たことを示唆する、好ましい事柄がみられた。

2024年、現実の選択、現実の生活の調査対象の女

の子の89％が、保護者は男の子に暴力や攻撃性を

行使しないよう教えられる、と確信していた。

これは、女の子が17/18歳までに、暴力は先天的で

ジェンダー的なものである、という考えを疑問視し、代

わりに、それらの行動は社会化された、教え込まれた

ものである、と理解したことを示している。

調査から、女の子と女性が大部分の無償のケアワー

クを行うという規範等の、固定化されたジェンダー的役

割の拒否を支援されると、彼女たちは暴力を含む、力

とジェンダーに関する他のテーマについて考え始める

ようになることが判明した69。

2024年の報告書Out of Timeで言及された通り、現実

の選択、現実の生活の調査対象の女の子の多くが、

ケアワークと奪われる時間に関するジェンダー規範に

挑む姿勢を示していた。

この有害な規範に対する広範な疑問視は、女の子が

暴力を「不可避」とし、受け入れることに反発すること

に寄与したかもしれない。社会規範が男の子の行動に

影響を与えるという認識は、特にLACの調査対象の女

の子(97％、2024年)で顕著であり、Gabriela(ブラジ

ル)が明確に表現していた:

「彼らの生い立ち次第です。[男の子]が攻撃的に

なることはあります。そうするように教えられたな

ら、そうなるでしょう。でも、男の子全員がそうい

う訳ではなく、攻撃的になる女の子もいます」

- Gabriela、18歳(2024年)、ブラジル

多くの女の子が、暴力や攻撃性が許されると信じるよ

うに社会化させる、男の子の育て方を指摘した。

Rebeca(ドミニカ共和国)(2024年)もその一人で、彼女

は、子どもは「家庭で学んだことに基づいて攻撃的な

行動を発達させる」、と述べた。好事例を取り上げて、

非暴力の社会化が持つ力を強調した女の子がみられ

たことは、重要なことであった。

Gabriela(エルサルバドル)(2024年)は、「保護者の子

どもへの接し方が、彼らの思考に影響を与える」と説明

し、「それが彼らの子ども時代から人生を通じた成長の

仕方」に影響する、と述べた。

アフリカの調査対象の女の子(特にベナンとウガンダ)
は、健全なロールモデルが男の子の非暴力化を促せ

る、と強く考えていた。彼女たちの多くが、子どもの保

護者への従順さは規範であることを指摘し、従って、真

剣に非暴力の促進に取り組む責任が保護者にはある

と述べた。

t 現実の選択、現実の生活の調査方法には、年毎の各調査対象の女の子とのインタビューと、別途で保護者とのインタビューが含まれた。女の子が結婚し

たり非公式な婚姻関係を結んだ場合でも、(女の子と同居していなくても)家族の構成員/保護者とのインタビューを継続し、夫・パートナーへのインタビューは行わ

ないことで、夫・パートナーとの関係でジェンダー不平等を再生産する有害で父権的な規範を強化しないよう試みた。2024年、現実の選択、現実の生活のインタ

ビュー担当者は、Valerieの夫が繰り返し干渉し、彼女の母親と姉妹の話を遮ったため家族との個別インタビューが実施できなかったと報告した。

plan-international.org 

Out of Time: The Gendered Care

Divide and its Impact on Girls

 Real Choices, 
 Real Lives 

Out of Time:  
The Gendered 
Care Divide and its 
Impact on Girls
Summary Report 現実の選択、現実の生活の報告書「時間

がない: ケア労働におけるジェンダー
ギャップと、女の子への影響」(2024年)を
参照:
plan-international.org/publications/ 
out-of-time/ 

怖がって歩かなくていい

「女の子への性暴力の代償はどれ程のものか」と訴えるチラシを配布するキャンペーン実施者たち、ブラジル

© Plan International/ Thiago Duarte
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「男の子に攻撃的な行動を止めるよう、教えるの

はできます; 男の子を教育し、正しい道に導くこ

とは保護者の義務です」

- Catherine、17歳(2024年)、ベナン

全対象国で、女の子は父親の健全な争いの解消と感

情調節を促す役割を強調した。Gladys(エルサルバド

ル)(2024年)は、父親の行動が男の子が真似する好ま

しい手本となり得る理由として、彼らは「父親の足跡を

たどりたい」からだと説明した: 父親が争いを非暴力的

な方法で解消すれば、息子も同様に行動するだろう、

ということだ。Dariana(ドミニカ共和国)(2024年)も、父

親の暴力的・攻撃的な行動が、男の子が模倣し内在

化させる中心的役割を果たすことを指摘し、男の子

は“「父親から学ぶ」ため、「父親が攻撃的なら、息子に

攻撃的にならないように教えることはできない」と説明

した。Dariana同様に、Sen(ベトナム)(2024年)は、父

親の役割が「男の子の感情調整」に必須だと考えた。

これらは、保護者の好ましい子育てのスキルを育成す

る強みに基づく介入策・男性を幼児期の子育てに関与

させるプログラム・男の子と男性と協力してジェンダー

平等と非暴力的な行動を推進する活動の重要性を示

している。

世界の調査対象の女の子の中で、Yen(ベトナム)だけ

が、男の子に攻撃的・暴力的にならないように、と教え

ない他の大人の存在について言及したことは特筆に

値するu。これは、学校での感情調節や他人を尊重し

た人間関係教育に関する議論の欠如・GBVとその原

因について論じる公的な人物やコミュニティのリーダー

の不在・この問題に関する啓発キャンペーンやメディア

の報道が不十分であることを示唆している。事実、過

去数年間の暴力に関する議論で、Fezire(トーゴ)
(2024年)だけが、彼女は地元の市場で赤十字が実施

した、GBVに関する啓発キャンペーンについて言及し

た。

女の子は平等な自由を求める

調査対象の女の子は、暴力から身を守るため、移動

制限し、自身行動を監視していたが、成長とともに、男

の子は女の子より自由を享受すべきだ、という考えを

拒絶するようになった。2021年には、女の子の33％

が、男の子は女の子より自由を享受すべきだ、と考え

ていたが、その割合は2024年ではわずか18％に減少

した。男の子と女の子が平等な自由を持つべきだとい

う考えは、ウガンダ・ブラジル・ベトナムの調査対象の

女の子が最も強く持っていた。それら3カ国全てで、女

の子全員が、男の子は女の子より自由を享受すべき

だ、という考えを平等な権利の観点から否定し

た。Ly(ベトナム)は、雄弁に平等について論じた:

「自由は女の子・男の子両方に与えられるものと

私は思います。皆がその権利を持っていて、皆

の人生は自由によって決まるのです」

- Ly、18歳(2024年)、ベトナム

Natalia(ブラジル)(2024年)も、女の子は男の子と同じ

権利を持つべき、という似た趣旨の意見を述べた一方

で、Yen(ベトナム)(2024年)は、男の子も女の子も人

間で、同じ権利を持つ、と主張した。女の子は男の子

と同じ能力を持つので、同じ自由を享受できるべきだ、

と主張した女の子もおり、Mariel(エルサルバドル)
(2024年)は、「女の子は男の子と同じことができ、能力

の面で違いはない」とし、女の子の平等な自由の享受

を主張した。女の子の移動や機会の面での不平等に

よる害の可能性を強調した女の子もいた。何人かの女

の子、特にエルサルバドルとウガンダ出身の女の子、

は、男の子に女の子より自由を与えることは、GBVの

主要要因である男性優位とジェンダー不平等を強化す

るだけだと指摘した。

u 保護者は男の子に攻撃的・暴力的にならないように教えることができる、という主張にリッカート尺度を用いた回答の選択肢から女の子は選ぶよう求

められたものの、半構造化された議論形式が採用された、現実の選択、現実の生活のインタビューで、女の子はその回答に対してより深い回答をす

るよう促された。Yenを除き、同テーマに関する深掘り質問で、非暴力の社会化での他のアクターの存在に言及した女の子はいなかった。

規範への挑戦: CoC

CoCは、ユースの参加とピア・ツー・ピアの導

入により、コミュニティレベルでのジェンダー平

等と社会的規範の変革を促進するためのプラ

ン・インターナショナルの戦略である。43カ国

(内9カ国は現実の選択、現実の生活の対象

国)で展開されているCoCは、思春期の女の子

と男の子がジェンダー問題について批判的に

検討するグループ対話の機会と空間を提供

し、深く根付いた考えを変革し、既存の力構造

に挑むのを支援している70。

Susana(エルサルバドル)(2021年)は、男の子に女の

子より自由と権利を与えると、「性差別主義的な」態度

が強化され、男の子や男性が「女性に何をすべきか

を指示する権利をもっていると考える」ようになる、と

懸念を示した。Anti-Yara(トーゴ)は、女の子の自由と

彼女たちの発達機会との関連性を指摘し、不平等と

自由の欠如が女の子の「進化」を妨げていると述べ

た。

だが、女の子の多くは、公平な世界を夢見ながらも、

現状は不平等であると認めた。調査対象の女の子の

多くが、現状を変えなければならないと強く意識して

いた。Juliana(ブラジル)は:

「権利は平等でなければならないと思いますが、

現状はそうはなっていなく、何も変わっていない

のです。[...] これに強く反対します」

- Juliana、17歳(2024年)、ブラジル

何人かの女の子は具体的に、男の子と同じように移

動の自由と公共の空間の利用権を要求し

た。Karen(エルサルバドル)(2024年)は、女の子も

「外出する権利」が持てるべきだ、と述べ、一方、

Rebeca(ドミニカ共和国)は簡潔にこうまとめた:

「皆が平等だと言うなら、皆同じ権利を持つはず

で、外出時も安全を感じられるはずなのです」

- Rebeca、18歳(2024年)、ドミニカ共和国

個人の態度や考えが、家族・コミュニティ・広域な社会

により形成されるという、社会生態学的枠組みを考え

ると、これは憂慮すべき事態である。

子どもに対する様々な影響により強化されている複雑

な社会的規範に挑み・解体するには、社会生態系の

各レベルでの取り組みが必要であり、家族内だけで解

決できる問題ではない。

怖がって歩かなくていい

サッカーをする女の子たち、ブラジル

© Plan International/ Bill Tanaka
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女の子は意見を聴いてもらうことを強く求める

成長とともに、現実の選択、現実の生活の調査対象の

女の子は、自身の権利に対し、明確で強い意見を持

つようになり、その意見を聴いてもらうのを求めてい

る。しかし、彼女たちは、生活上で接する大人たちが

自身の意見を聴いてくれない・考慮してくれないと感じ

られることが、明らかに障壁であると述べた。2024年

時点で、コミュニティ内の大人が女の子の意見を聴い

ていると感じた女の子は59％に留まった。

Ayomide(トーゴ)は、これに対し不満を示した:

「私のコミュニティの大人は、その...女の子の発

言を受け入れとうとしないのです。彼らは「女の

子は何も知らない」と言うの」

- Ayomide、18歳(2024年)、トーゴ

調査対象の女の子全体の中で、SEAの調査対象の女

の子が、大人が話を聴いてくれると感じる割合が最も

低かった。Mony(カンボジア)は、大人は女の子の意見

に賛成するという、特定の状況でのみ話を聴く、と指摘

した。

「聴くときもあれば、聴かないときもありま

す。女の子の意見次第です」

- Mony、17歳(2024年)、カンボジア

大人に聴いてもらえない、特に暴力や保護に関する問

題について、ことの悪影響を指摘した女の子もい

た。Tan(ベトナム)(2024年)は、大人が耳を傾けないこ

とが「大変苛立たしい」、と感じたと述べ、それは彼らが

それらの問題について彼女が何か考えているのか知

らないことを意味するからだと説明した。Yen(ベトナ

ム)(2024年)は、共通の問題に対する集団的な対応の

重要性について語り、「問題の孤立化」を解消しなけれ

ば、女の子がGBVを克服するのは不可能だと指摘し

た。

好ましい点として、調査対象の女の子の約 3 分の 1 
が、自身の意見を発言し、無視されるのを拒否してい

ることを明らかにした。Natalia(ブラジル)(2024年)
は、ナタリアは「女の子の意見は男の子と同様に重要

である」ため、自身のコミュニティの安全について発

言することを支援されていると感じると語り、Davy(カ
ンボジア)も、こう述べた:

「私たちは発言権があり、発言する十分な理

由があります」

- Davy、17歳(2024年)、カンボジア

大人に聴いてもらいたいだけでなく、女の子は保護者

の圧力から解放されて自身で決断できることを望ん

でいた。彼女たちによれば、彼女たちは自身の人生

の専門家で、安全や保護に関する決断を含む、あら

ゆる意思決定において自立したいと考えているとい

う。

「[女の子は]、自身が人生で何をしたくて、それ

をどう実現するのかを知っている人です」

- Rebeca、18歳(2024年)、ドミニカ共和国

調査対象の女の子全体で、大人が彼女たちの声を

聴き始め、自身の意見を聴いてもらえるようになるだ

ろうという楽観視がみられた。変化は可能であると強

調する女の子もいた。Beti(ウガンダ)は、女の子の意

見を聴いてもらえることが増えたといった、コミュニ

ティで目にした変化を喜んでいた。

「昔は、男の子の意見は女の子のよりずっと大

切にされ、男の子には家族を築く力があると考

えられていました。でも、今は女の子も同等の

強さを証明していて、そのため、女の子の意見

も大切にされています」

- Beti、17歳(2024年)、ウガンダ

結論

思春期を通じ、現実の選択、現実の生活の調査対象

の女の子は、暴力や虐待から自身を守ることは自身

の責任であるという考えを深く内在化してきた。

深く根付いたジェンダー・社会的規範による、女の子

のこの保護規範の内在化は、規範的行動遵守・違反

に社会的報酬・制裁を結びつけた形で機能する差し

止め社会的規範の働きを示す例であり、また、それら

の規範が変化しにくい理由を説明している。彼女たち

の物語は、女の子が、移動や行動に関した規範に従

わなければ、暴力や虐待に遭うことは不可避であり、

その被害の責任は全て自身にあると考えていることを

示している。

結果として、女の子は移動制限や行動の変更をして

おり、それが、彼女たちの教育や発達機会を追求する

能力や、コミュニティへ男の子と平等な立場で完全に

参加する能力に深刻な影響を及ぼす可能性がある。

また、女の子の自由と意思決定に関した、広範な影響

も存在する。女の子が、結果が破滅的になり得るた

め、自身の行動について自身で決めるべきではないと

いう意見を繰り返し受け取る場合、女の子が、目標・

キャリア構築・性/生殖/恋愛関係に関する選択・市民

参加等の、人生上のあらゆる意思決定に自信を失う

可能性がある。

しかしながら、自身に対する保護責任に関するジェン

ダー・社会規範を遵守しながらも、女の子が暴力に関

する他の有害な社会規範に対して反発しているという

証拠もある。

調査対象の女の子が成長するにつれ、彼女たちの大

多数は、暴力や攻撃性が社会化の過程で学習された

行動であり、それは止めさせることができる、と理解

するようになってきた。それは、彼女たちがジェンダー

平等や女の子としての権利に関する意見に出会う機

会の増加が影響しているかもしれない。

18歳になるまでに、大多数の女の子は、女の子は男

の子と同じ自由を享受できるべきと主張し、大人に彼

女たちの意見を聴き、彼女たちの安全と保護に影響

する決定に彼女たちを参加させるよう求めている。

それは、関与と介入の大切な機会を提供する: 有害

なジェンダー・社会規範に挑むことで、女の子はGBV
から守られ・権利を主張し・意見が聴かれるよう支援

を受けられる。

怖がって歩かなくていい
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提言

各国政府

ܲ各国政府は、立法・行政政策にジェンダー平等と人権の保障を明記し、法律が国際的・地域的人権
枠組みと完全に一致するようにし、権利の後退に対抗するための緊急措置を講じること。各国は、全
てのSDGsを達成するための取り組みを加速させること。

ドナー政府は、ODAの取り決めを履行し、GNIの0.7％を配分し、暴力の根絶とジェンダー平等促進
の取り組みを優先すること。また、開発資金の内、ジェンダー平等とフェミニスト運動/女性主導の組
織/LGBTQIA+の権利団体に割り当てられる割合を大幅に増加させること。

各国政府は、女の子と女性へのGBVに対処するため、資金不足を緊急に解消し、一次予防・必須
の保護サービス・データ収集活動に十分かつ継続的な資金配分をすること。各国政府は、貧困・不
健康状態・紛争や気候変動の影響等、暴力の交差する要因に対処する社会サービスの重要性を認
識する必要がある。各国政府は、それらの予算縮小を中止し、社会サービスへの再投資を喫緊の
優先事項として実施すること。

各国政府は、特に教育省を通じて、社会的規範の変革を促す良質で包摂的なジェンダー・トランス
フォーマティブ教育に投資すること。ジェンダー・トランスフォーマティブ教育は、教育の早い段階から
国の教育課程に組み込まれ、ジェンダー平等と他人への尊重を促進する、尊重に基づく人間関係教
育を含むこと。

政府の各レベルが、好ましい子育ての促進とジェンダー平等を訴える、ジェンダー・トランスフォーマ
ティブ・プログラムを実施・拡大すること。それらのプログラムは、思春期の男の子と男性保護者を参
加させ、男性性についての批判的な検討・感情リテラシーの育成・女の子や女性との尊重に基づく
非暴力的な関係の促進を図るものである。

各国政府は、サービスが年齢とジェンダーに配慮したものとなるよう、十分な予算とリソースの配備
等、GBVに対する保護体制と報告の仕組みを支援・強化すること。そして、女の子を含むサバイバー
への心理社会的支援と法的支援等の、暴力のサバイバーに対するサービスへの投資と、法執行機
関職員・ソーシャルワーカー・教師へのGBVとジェンダーステレオタイプや被害者非難の撲滅に関す
る必須の研修への投資も含まれること。

GBVのない世界の実現が極めて必要であること

は明白だ: GBVは世界的危機であり、女の子の人

権の重大な侵害であり、現実の選択、現実の生活

の調査対象の女の子から得た証拠は、自身の安

全を確保する責任が依然として女の子に課せられ

ているのを明確に示している; それは、彼女たちが

深く内在化してしまった規範である。

「[女の子は] 一人だけではできないため、暴力の加害者から彼女たちを守るため、保護

者・地元のリーダー・警察・NGOの支援が必要です」。

- Sheila、15歳(2021年)、ウガンダ

それらの膠着化した考えを効果的に解体し、将来の暴

力防止を図るためには、男性優位と暴力の正当化す

る社会的規範に挑む、長期的な多層的な戦略に緊急

に投資する必要がある。調査対象の女の子自身の貢

献を基に、以下の提言は、プラン・インターナショナル

がGBVのない世界に向けた変革の道筋を提示してい

る。

「私たちは恐怖を抱えて歩く必要はなく、歩くときは注意して; でも、他の人は私たち

を尊重すべきです」。

- Gladys、17歳(2024年)、エルサルバドル

怖がって歩かなくていい

性的搾取から身を守る方法を学ぶ女性たち、ドミニカ共和国

© Plan International/ Fran Afonso

各国政府は、女の子と子どもの市民的・政治的権利を保障し、GBV・VAC・VAWGに関するr全ての
人権条約および協定を批准・遵守すること。各国政府は、全ての女の子・子ども・思春期の若者・
ユースが暴力・虐待・搾取を受けることのない生活を送れるよう、ジェンダーに配慮した法律・戦略・
政策に予算配分・実施・監督すること。
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国際NGO・市民社会組織(CSO)・多国間機関

 ܲ

GBVとVACの撲滅のために、大規模な投資を行うこと。ドナー組織/善意・国際開発金融機関は、暴

力防止/社会的規範の変革/ジェンダー・トランスフォーマティブ・プログラムへの投資を拡大し、CSO
に複数年の期間で柔軟な資金提供を行うこと。

国際NGOとCSOは、ジェンダー・社会的規範の解明を通して、女の子の有害な社会規範の内在化
への対応を含む、社会規範の変革と世代間プログラムに焦点を当て、また、保護責任に対する非難
や負担の矛先の転換を促し、GBVの啓発を図ること。加えて、国際NGOとCSOは、暴力防止におけ
る男の子と男性の役割を認識し、男性を対象としたケアワークへの参加促進と彼らの暴力防止への
プログラム/活動への設計・実施すること。 

国際NGOとCSOは、政府と地方自治体による保護サービスの改善を支援し、現地のニーズに応じ
たサービス拡大・強化の必要性を調査すること。

国際NGOとCSOは、政府の包摂的で総合的なデータ収集と評価の手引きの策定を支援し、データ収
集と報告の体制の標準化の支援により、傾向分析の一貫性の強化を支援すること。

国際NGOとCSOは、女の子をニーズ評価に有意義な形で参加させ、サービス提供者と協力し、保護
サービスが年齢とジェンダーに配慮し、安全で利用可能であり、秘匿性が保証された報告・紹介経路
を含むようにさせ、性的搾取と虐待の防止のための厳格な保護方針を備えていること。

UN Women・ユニセフ・女子差別撤廃条約委員会等の、国連機関と委員会は、国家政府・国際

NGO・CSOと連携を強化し、GBVの撲滅に向け、データや教訓の共有・ツールの提供・好事例の共

有を含む、取り組みの強化・調整するための助言と指導を提供すること。

国際NGOは、部門を越えた連携を通じて、学びと経験の共有/証拠に基づく手法の構築/GBV防止の
保障/ジェンダー・トランスフォーマティブ・アプローチ/保護の、健康保健と栄養・教育・経済的力づけ・
性と生殖に関する健康と権利等の、他のプログラムへの統合をさせること。

各国政府(続き)

各国政府は、GBVの経験・GBVに対する認識・ジェンダーステレオタイプに関して、年齢・性別・民族・
他の交差する分類に基づく細分化されたデータ収集・分析・報告を改善し、暴力が発生する場所・標
的となる人物・防止策について深い理解を促進すること。

各国政府は、女の子・思春期の女の子・女性が、全ての緊急事態対応で中心に据えられるようにし、
子どもの保護とGBVの防止を、危機の全段階で命を救う介入策であるとして認識すること。 

各国政府は、女の子を含む女性主導の組織と協力し、継続的に資金提供を行うことで、あらゆる人道
的状況下で、GBVと子どもの保護に対応する、サバイバーと子ども中心の調整体制を確立すること。 

各国政府は、警察・教育・医療等、他部門との保護の統合を支援し、全ての部門がGBVの防止・対応
に必要なリソース・能力・継続的な専門能力開発を保証すること。

各国政府は、女の子の意見が聴かれ、意思決定プロセスに盛り込まれる権利を保障する法的・政策
枠組みを確立・強化し、それらが公平で子どもに配慮したものであること。各国政府は、女の子と子ど
もの意思決定への参加に対する能力・自信・知識を強化し、彼らが自身の権利に関する情報を入手で
きるようにすること。

「女の子に耳を傾けることは極めて重要です。女の子は、自身が経験していることを話

す機会を与えられ、他の女の子、特に自身の声を上げられない女の子、が支援を受

けるための解決策を得られるべきです」

- Amelia、15歳(2021年)、ウガンダ

怖がって歩かなくていい
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 ܲ 各国政府は、GBV撲滅のための取り組みの中で、女の子の意見とニーズが中心に据えられるよう、防
止と保護体制の設計・監督において、彼女たちと協議し、彼女たちの参加を保証すること。

 ܲ

国際NGOとCSOは、現地の/伝統的な/宗教的指導者と協力し、女の子の法的保護に対する啓発を
図り、国内・国際的な法的枠組みの適用の促進のために、草の根のアクターを関与させ活動家と連
携し、GBV関連法や戦略の監督と影響を及ぼすようにし、平等の擁護・ステレオタイプの排除・ジェ
ンダー平等の推進をすべきである。
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用語集
思春期 世界保健機関が10歳～19歳と定義する、人生で子ども時代と成人期の間の期間。

CEFMU CEFMUは、民法・宗教法・慣習法に基づく公式な婚姻関係の登録の有無に依らない、当事者の一方また
は双方が18歳未満である場合、または当事者の一方または双方の完全かつ自由な同意が欠落した、全
ての結婚・非公式な婚姻関係71。

DV 身体的・性的・感情的・心理的・経済的虐待を含む、現在/過去に親密な関係であった2人の間で起きる、
家庭内での暴力行為72。

FGM 医療的な目的以外での、女性の生殖器の外部の一部または全部の切除と女性の生殖器に損傷を与える
あらゆる行為をFGMは指す73。

GBV GBVは、社会的に信じられたジェンダーに基づく違いを根拠とする、個人の意思に反して犯されるあらゆ
る行為を指す包括的な用語であり、IPV・性的搾取/虐待・CEFMU・FGM・望まない妊娠・性的搾取目的の
人身売買・性暴力等の、身体的・精神的・性的な危害/苦痛を引き起こす行為や、そのような行為の脅迫・
強制、および自由を剥奪するその他の行為が含まれる74。

ジェンダー規範 ジェンダー規範は、社会的規範の一部であり、ジェンダーを自身や他者がどう認識するかにより、私たち
がどんな行動を期待されているかを示している。

IPV IPVは、親密な関係内で、身体的暴力・性暴力・ストーカー行為・強制的な支配などの心理的虐待等の、
その関係にいる相手に対して身体的・心理的・性的危害を加える行為75であり、現在/過去の親密なパート
ナーから受ける可能性がある76。

オンライン暴力 オンライン暴力とは、オンラインハラスメント・ネットいじめ・TFGBV等の、情報通信技術を一部または完全
に利用して犯される・強化される・深化される虐待行為を指す77。

身体的暴力 身体的暴力とは、押す・つかむ・叩く・蹴る・噛む・殴る・燃やす・武器で脅迫や攻撃する行為を含む、他者
を身体的に痛めつけたり危害を加えることを目的とした行為である78。

感情的・心理的暴力 感情的・心理的暴力には、移動制限・軽視/非難/脅迫/怖がらせ/差別/嘲笑といった態度・他の非身体的な
拒絶や冷酷な扱いが含まれ、放置と何度も繰り返される虐待行為も含まれる79。

性暴力 性暴力は、力・脅迫・強制によって他者から受ける、あらゆる有害または望まない性的行為を指す80。

社会的規範 社会的規範は、特定の集団内で適切・典型的な行動に関する、主要な非公式なルールである認識であ
り、文面化されていない沈黙のルールであることが多く、大多数の人が吸収し・受け入れ・従うものである。
それは社会的意味合いが伴い、従えば報酬が得られ、従わなければ制裁が課される。

被害者非難 被害者非難とは、暴力・危害が起きた責任を、加害者から被害者に転嫁する行為であり、被害者が受け
た残酷な行為の説明責任が、被害者が負うことになる。

VAC VACには、あらゆる形態の身体的/性的/感情的暴力・ネグレクト・責任を放棄した扱い・搾取が含まれる
81。

VAW(G) 暴力行為の脅迫・強制・公的/私的生活での強制的な自由の剥奪等の、女性への身体的・性的・精神的危
害/苦痛を及ぼす、またはその危険があるあらゆるGBV行為を指す82。

地方自治体とコミュニティリーダー

地方自治体は、コミュニティベースの保護プログラムを設けており、女の子にやさしい報告の仕
組みと紹介サービスを含む、保護体制とサービスと連携した、サバイバー中心でユースの実体
験と声を反映したものにすること。地方自治体は、保護サービスの説明責任を強化するため、コ
ミュニティに配慮したプログラムを受けた人の意見を反映させるため仕組みを創設/強化するこ
と。

地方自治体は、GBV関連データ収集のための現地の能力を強化し、データプライバシーが保
障されるようにするとともに、データ収集のためにコミュニティが開発したツールや手順を活用す
ること。

コミュニティリーダーは、子どもとユースが暴力・保護・安全・ジェンダー平等に関する問題を議論
できる安全な場を提供して、女の子と男の子が積極的に意見を発し、変化の担い手となるよう力
づけること。

「[女の子]は、この状況で一人にされるべきではありません。コミュニティも
支援しなければなりません」。

- Bianca、15歳(2021年)、ブラジル

テクノロジー部門と整調者

ソーシャルメディア運営企業は、性差別主義または男性優位的なコンテンツ・ジェンダーステレオ
タイプ・ヘイトスピーチを規制する明確な規則と指針を策定・実施すること。また、重点的にGBVや
有害なジェンダー規範を助長するコンテンツを監視・削除して、女の子・子ども・ユースのオンライ
ン/デジタル上での安全を保証すること。

テクノロジー企業と整調者は、AIツールが学習する声や情報が誰によるものかを批判的に検証
し、それらのAIツールが有害なジェンダーステレオタイプを再生成しないよう、指針を策定するこ
と。

「女の子は自身で決断でき、生きる・発達する・自由である権利を有しています」

- Nakry、14歳(2021年)、カンボジア

怖がって歩かなくていい
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